
資料（■経営会議  □調整会議） 
開催日：平成２１年１０月２３日（金）  

 担当課：文化スポーツ部文化振興課 

件  名：（仮称）大和市文化芸術振興条例の制定について 

提出理由：本市の文化芸術振興に関する基本理念等を明確にする条例について、平成２１年１２月議会

への上程に先立ち、庁内合意を得る必要があるため。 

内  容： 

１．背景 
  平成１３年に文化芸術振興基本法が制定さ

れ、地方公共団体の責務についても、「国との連

携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域

の特性に応じた施策を策定、実施する」と規定

された。 

  この法の制定を契機に、全国の自治体で文化

芸術に関する条例を制定する動きが広がり、平

成２０年７月現在、６０市町村と２０都道府県

が条例を制定している。（県内では、神奈川県、

川崎市、横須賀市が制定済。） 

 

２．条例制定の意義 
  本条例は、本市の文化芸術振興に対する意思

を明確にするもので、本市の文化芸術振興の拠

り所となるものである。 
 
３．条例案の主な内容 
（１）目的（第１条） 

心豊かで潤いのある市民生活及び活力ある

地域社会の実現 
（２）基本理念（第２条） 

① 文化権（文化を享受する権利）と文化芸術
に親しむ環境づくり 
② 市民の自主性、創造性、文化芸術の多様性
の尊重 
③ 継承と創造 
④ 市民と市の連携 

 
 

 

（３）市民の役割（第３条） 

文化芸術の継承、創造及び発信 
（４）市の役割（第４条） 

① 文化芸術振興施策の総合的・計画的な推進 
② 文化芸術を継承、創造及び発信するための環
境の整備 
③ 文化芸術活動を行う者や団体・国・県等との
連携 

（５）推進する施策（第５条、第６条） 

① 子どものための施策推進 
② 多文化共生のための施策推進 

（６）基本計画の策定及び審議会（第７条、第８条） 

① 文化芸術振興基本計画の策定 
② 文化芸術振興審議会の設置 

（７）顕彰（第９条） 
文化芸術振興に関する顕彰 

 

４．公布日及び施行日 
・平成２１年１２月下旬予定（議決後） 
・第８条（審議会）のみ平成２２年４月１日から

施行予定。 

 

５．条例制定後の予定 
（１）条例制定を広くＰＲするため、平成２２年２

月２０日に条例制定記念講演会を開催する。 
（２）平成２２年度に文化芸術振興基本計画を策定

する。 
（３）平成２２年度から文化芸術振興審議会を設置 
する。 

 

経  過 

H20.07～12  庁内検討会議において条例骨子案を検討 

H20.10～12 ｅモニターアンケート実施 

H21.02    調整会議・経営会議（条例骨子案） 

H21.06     パブリックコメント 

H21.06～09  第三者機関（文化芸術振興条例検討会議）に

おいて条例案を検討 

H21.10      教育委員会定例会において意見聴取 

今後の予定 

H21.11 市議会へ条例案上程 

H21.12 条例公布・施行 

H22.02  条例制定記念講演会 

 


